
南部大阪都市計画区域区分の変更 

南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

位 置 図 １ 
 

1－1．西大塚二丁目地区 1－2．三宅西五丁目地区  

 

2－2．学園前四丁目地区 

2－3．羽曳が丘西七丁目地区 

3－2．半田四丁目地区 2－1．西浦地区 

 

     南部大阪都市計画区域 

 

N 

3－6．大野台四丁目地区 

3－3．大野東地区 

3－4．今熊五・六丁目地区 

3－5．今熊六丁目地区 

3－1．東茱萸木二丁目地区 

4－2．梅の里・喜志地区 

4－3．加太地区 

4－1．錦織・伏山・廿山地区 

6－1．さくら坂南地区 

7－1．森屋（１）地区

5－1．河合寺・末広町地区 
7－2．森屋（２）地区 

凡  例 

 都市計画区域  
区域区分及び 

用途地域の指定等 

 市街化区域  用途地域の変更 

 市町村界   



１－１．西大塚二丁目地区（松原市） 
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南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第二種中高層住居専用地域(200/60)を指定する区域 

 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 
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１－２．三宅西五丁目地区（松原市） 
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南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 

 市街化調整区域に編入し、 

準工業地域(200/60)から無指定に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 

 

 

 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

２－１．西浦地区（羽曳野市） 

  

 

 

 

 国道 170 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:1,000  

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種住居地域(200/60)を指定する区域 

 市街化区域に編入し、 

準住居地域(200/60)を指定する区域 

 市街化調整区域に編入し、 

第一種住居地域(200/60)から無指定に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 
 
 
 
 



南部大阪都市計画用途地域の変更
 
 
２－２．学園前四丁目地区（羽曳野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道羽曳が丘西１号線 

 

 
1:2,500 

 

凡   例 

 第一種低層住居専用地域(100/50)（外壁の後退距離の限度 1.0ｍ、

建築物の高さの限度 10ｍ）から 

第一種中高層住居専用地域(200/60)に変更する区域 

 第一種中高層住居専用地域(200/60)から 

第一種低層住居専用地域(100/50)（外壁の後退距離の限度 1.0ｍ、

建築物の高さの限度 10ｍ）に変更する区域 

 
 



南部大阪都市計画用途地域の変更 
 
２－３．羽曳が丘西七丁目地区（羽曳野市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:2,500 

 

凡   例 

 第二種住居地域(200/60)から 

第一種低層住居専用地域(150/60)（外壁の後退距離の限度 1.0ｍ、建

築物の高さの限度 10ｍ）に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 
 
 



 

 

３－１．東茱萸木二丁目地区（大阪狭山市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第二種住居地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更



 

 

 ３－２．半田四丁目地区（大阪狭山市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種住居地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更



 

 

３－３．大野東地区（大阪狭山市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種中高層住居専用地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更



     ３－４．今熊五・六丁目地区（大阪狭山市） 

     ３－５．今熊六丁目地区（大阪狭山市） 

 

凡   例 

 第二種中高層住居専用地域(200/60)から 

準工業地域(200/60)に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 市街化調整区域に編入し、 

第二種中高層住居専用地域(200/60)から無指定に変更する区域 

 
 

南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更



 

３－６．大野台四丁目地区（大阪狭山市） 

L  

 

 

凡   例 

 第一種低層住居専用地域(100/50) （外壁の後退距離の限度 1.0

ｍ、建築物の高さの限度 10ｍ）から 

第一種中高層住居専用地域(150/60)に変更する区域 

 
現行市街化区域 

南部大阪都市計画用途地域の変更



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

４－１．錦織・伏山・廿山地区（富田林市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種低層住居専用地域(100/50)（外壁の後退距離の限度 1.0ｍ、建

築物の高さの制限 10ｍ）を指定する区域 

 
現行市街化区域 
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南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

４－２．梅の里・喜志地区（富田林市） 

 

喜志中学校 

府道美原太子線 

市道喜志美原線 

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種低層住居専用地域(100/50)（外壁の後退距離の限度 1.0ｍ、

建築物の高さの制限 10ｍ）を指定する区域 

 市街化調整区域に編入し、 

第一種低層住居専用地域(100/50)（外壁の後退距離の限度 1.0ｍ、

建築物の高さの制限 10ｍ）から無指定に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 



南部大阪都市計画用途地域の変更 

４－３．加太地区（富田林市） 

 

 
 

大阪狭山市 

市道加太８号線 

市道金剛２号線 

 

凡   例 

 
 

 

第一種低層住居専用地域(80/40)（外壁の後退距離の限度 1.5ｍ、建築

物の高さの制限 10ｍ）から 

第一種低層住居専用地域(150/60)（建築物の高さの制限 10ｍ）に変更

する区域 

 

 

 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更

５－１．河合寺・末広町地区（河内長野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種中高層住居専用地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

６－１．さくら坂南地区（河南町） 

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種低層住居専用地域(100/50)（外壁の後退距離の限度 1.0ｍ、建築物

の高さの制限 10ｍ）を指定する区域 

 
現行市街化区域 

 
 
 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

７－１．森屋（１）地区（千早赤阪村） 

 

 

 

凡   例 

 市街化調整区域に編入し、 

第一種住居地域(200/60)から無指定に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 
７－２．森屋（２）地区（千早赤阪村） 

 

 

 

 

 

 

 
凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種住居地域(200/60)を指定する区域 

 市街化調整区域に編入し、 

第一種住居地域(200/60)から無指定に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


